
「介護保険法施行規則第 140 条の 63 の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定め

る基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について 

 

○ 介護保険法施行規則第 140 条の 63 の２第１項第１号に規定する厚生労働大臣が定める

基準の制定に伴う実施上の留意事項について（令和３年３月 19 日老認発 0319 第３号）（抄） 

 

第１ 報酬告示の性格（略） 

第２ 届出手続きの運用（略） 

第３  訪問型サービス、通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントの単位数表に関す

る事項 

１ 通則（略） 

２ 訪問型サービス費（略） 

指定相当通所型サービスの基本報酬においては、入浴介助及び運動器機能向上サ 

   ービスの実施に係る費用が包括評価されているところであり、指定相当通所型サー 

ビスは、基準告示第 47 条に定めるとおり、その利用者が可能な限りその居宅におい 

て、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓 

練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機 

能の維持又は向上を目指すものであることを踏まえ、サービスの実施に当たっては 

以下の点に留意すること。 

 は、利用者自身で又は家族等の介助によって入浴ができるようになる 

 ことを目的として行うこと。この際、利用者の状態や、当該利用者が日頃利用す 

る浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を確認し、これを踏まえて、利 

用者が日頃利用する浴室に近い環境で行うことが望ましい。 

 （利用者の運動器の機能向上を目的として個別に実施 

される機能訓練であって、利用者の心身の状態の維持または向上に資すると認め 

られるものをいう。）は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業 

療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師 

又はきゅう師（はり師及びきゅう師については、理学療法士、作業療法士、言語 

聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能 

訓練指導員を配置した事業所で６月以上勤務し、かつ、機能訓練指導に従事した 

経験を有する者に限る。）を１名以上配置し、国内外の文献等において介護予防 

の観点から有効性が確認されている手法等を用いて行うこと。 


